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原子力規制を監視する市民の会
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2016/2/17
新規制基準
について（概要）より



2025/12/24 規制委 資料５
特定重大事故等対処施設設置の経過措置に
係る追加報告（原子力規制庁）



2025/12/24 規制委 資料５
特定重大事故等対処施設設置の経過措置に
係る追加報告（原子力規制庁）



2026/2/18 規制委 資料４参考３
特定重大事故等対処施設設置に係る審査・検査実績一覧

九州電力 川内１・２号炉



2025/12/24 規制委 資料５
特定重大事故等対処施設設置の経過措置に
係る追加報告（原子力規制庁）



2025/12/24 規制委 資料５
特定重大事故等対処施設設置の経過措置に
係る追加報告（原子力規制庁）



◆新規制基準施行時
・一律に施行日（2023年7月8日）から５年間の経過措置

◆2017年の始点の見直し
・適合性審査の長期化・特重の審査は本体の設計が前提…との理由
で始点を本体施設の設工認に変更。
・期間の５年間は安全上の重要性・対応に必要な期間等を総合的に
判断して変更せず。

◆2019年の事業者からの要求
・事業者側より工事の大規模化・高難度化など状況変化を理由に経
過措置期間の延長を要求
・規制委は、災害や社会的・経済的状況変化ない。ずるずると後ろに
ではバックフィットができなくなる。といった理由で却下。



2025/11/27
特重施設等設置の経過措置期間について（原子力エネルギー協議会）



2026/2/18 規制委 資料４参考３
特定重大事故等対処施設設置に係る審査・検査実績一覧



2026/2/18 規制委 資料４
特定重大事故等対処施設設置の経過措置に
係る検討（２）（原子力規制庁）



2026/2/18 規制委 資料４
特定重大事故等対処施設設置の経過措置に
係る検討（２）（原子力規制庁）



2026/2/18 規制委 資料４
特定重大事故等対処施設設置の経過措置に
係る検討（２）（原子力規制庁）



2026/2/18 規制委 資料４参考３
特定重大事故等対処施設設置に係る審査・検査実績一覧

日本原電 東海第二

東京電力 柏崎刈羽７号機



◆20２5年の事業者からの要求
・事業者側より法改定による建設業界の労働環境の変化という他律
的要因を根拠に経過措置期間の３年間の延長を要求
・規制委は、労働環境の変化は他律的要因としては認められないとし
て事業者側の要求を却下。

ところが、規制委は同時に、５年間では工事が間に合わないという実
績を理由に経過措置の見直しを決め、事務局に対応を指示した。

◆交渉のポイント

・始点の変更も実質的に経過措置期間の延長であること
・他律的要因でない経過措置期間の延長は認められないこと
・原発事故の教訓を踏みにじる規制当局による事業者救済は許され
ないこと



新潟日報紙より

東電のサイトより



2026/1/17
制御棒
鳴るべき警報鳴らず



東電 2/6 会見資料より2026/1/22 制御棒インバータの警報



2026/2/24
制御棒分離警報



東電のサイトより



2025/8/25
制御棒引抜けない



2025/8/25
制御棒引抜けない



2025/8/25
制御棒引抜けない



東電10/9

2025/8/25
制御棒引抜けない



◆トラブルのメカニズムの推定

・ラッチがボールナットにしっかりと収まっていなかった
・ローラーの動きが固くガイドチューブに引っ掛かった

◆原因は解明されたのか？

・なぜラッチがボールナットにしっかりと収まっていなかったのか
・なぜローラーの動きが固くなっていたのか
→東電…「埃」・「錆」・「塵」・「スラッジ」等の固形物が影響したものと
考えております…と回答

・この回答は東電１０月9日付文書に矛盾する
・「スラッジ」とは何か、量はどれほどか、引抜きにどう影響したのか、
なぜ当該の１本だけなのか、他の制御棒はどうか…いずれも回答なし
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